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国
民
健
康
保
険
の
特
別
調
整
交
付
金
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日
付
朝
日
新
聞
夕
刊
（
東
京
発
行
版
）
に
お
い
て
、
「
国
が
市
町
村
に
交
付
す
る
国
民
健
康
保
険

の
特
別
調
整
交
付
金
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
の
算
定
方
式
に
誤
り
が
あ
り
、
全
国
で
約
六
〇
〇
の
市
町
村
に
交
付
不
足
が
生

じ
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
が
二
十
六
日
、
分
か
っ
た
」
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
以
下
、
政
府
に
対
し
質
問
す
る
。

一

本
報
道
に
あ
る
よ
う
に
「
算
定
方
式
に
誤
り
」
が
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
の
か
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

二

こ
の
算
定
方
式
の
誤
り
を
、
何
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
ど
ん
な
経
過
で
厚
生
労
働
省
が
把
握
し
た
の
か
、
そ
の
事
実
関
係

に
つ
い
て
教
示
願
い
た
い
。

三

厚
生
労
働
省
の
一
部
職
員
は
、
こ
の
算
定
方
式
の
誤
り
を
、
昨
年
既
に
把
握
し
て
い
た
と
の
報
道
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
事

実
で
あ
る
の
か
。

四

厚
生
労
働
省
の
一
部
職
員
は
、
こ
の
算
定
方
式
の
誤
り
を
、
昨
年
既
に
把
握
し
て
い
た
と
い
う
報
道
が
事
実
で
あ
る
な

ら
、
な
ぜ
政
府
は
、
昨
年
か
ら
こ
の
問
題
へ
の
対
応
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
を
教
示
願
い
た
い
。

五

こ
の
算
定
の
誤
り
の
原
因
は
、
一
九
九
三
年
に
導
入
し
た
計
算
ソ
フ
ト
に
あ
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
事
実
か
。

一



六

当
該
ソ
フ
ト
は
、
国
が
民
間
事
業
者
に
開
発
さ
せ
た
も
の
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
契
約
の
方
式
な
ど
次
の
各
点
を
教
示

願
い
た
い
。

�

契
約
の
方
式
（
一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
、
そ
の
他
な
ど
）
。

�

契
約
の
相
手
方
と
契
約
金
額
。

�

契
約
日
と
契
約
期
間
。

�

ソ
フ
ト
の
納
入
日
。

�

納
入
ソ
フ
ト
の
動
作
検
査
は
、
誰
が
ど
う
い
う
方
式
で
実
施
し
た
の
か
。

�

国
が
開
発
し
た
当
該
ソ
フ
ト
を
ど
う
い
う
経
過
で
市
町
村
が
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
。

七

当
該
ソ
フ
ト
の
誤
り
に
よ
る
誤
算
定
額
は
、
一
九
九
三
年
度
以
降
、
ど
の
程
度
か
教
示
願
い
た
い
（
年
度
毎
の
不
足
額
・

過
払
い
額
、
さ
ら
に
該
当
自
治
体
数
）
。

八

こ
の
算
定
の
誤
り
に
よ
る
不
足
額
を
、
政
府
は
今
後
、
ど
の
よ
う
な
方
式
で
何
年
分
を
是
正
す
る
方
針
か
教
示
願
い
た

い
。

九

厚
生
労
働
省
は
、
こ
の
算
定
誤
り
の
事
実
公
表
を
、
報
道
各
社
を
対
象
と
す
る
「
勉
強
会
」
で
行
っ
た
と
聞
い
て
い
る

二



が
、
こ
れ
は
事
実
で
あ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

仮
に
、
こ
の
算
定
誤
り
の
事
実
公
表
を
、
報
道
各
社
を
対
象
と
す
る
「
勉
強
会
」
で
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
事
実
で
は
な

い
と
い
う
場
合
、
厚
生
労
働
省
は
ど
の
よ
う
な
方
式
で
、
こ
の
事
実
を
公
表
し
た
の
か
教
示
願
い
た
い
。

十
一

ま
た
、
仮
に
、
こ
の
算
定
誤
り
の
事
実
公
表
を
、
報
道
各
社
を
対
象
と
す
る
「
勉
強
会
」
で
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
事

実
の
場
合
、
こ
う
し
た
公
表
は
「
勉
強
会
」
で
は
な
く
厚
生
労
働
省
と
し
て
の
公
式
な
記
者
発
表
と
し
て
行
う
べ
き
も
の
と

考
え
る
が
、
な
ぜ
「
勉
強
会
」
と
い
う
手
法
を
用
い
た
い
の
か
教
示
願
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


